
様
式
第
一
号

譲
与
申
請
書

一
、
申
請
社
寺
等
の
所

所

在

在
、
従
前
の
社
格
、

従
前
の
社
格

宗
派
及
び
名
称

宗

派

名
称

二
、
国
有
財
産
の
保
管

解

除

の

と

き

に

お

保

管

許

可

年

月

日

保

管

解

除

ま

で

経
過

け

る

保

管

林

面

積

の

契

約

年

数

町
段
畝
歩

三
、
譲
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
国
有
財
産
の
所
在
、
種
類
、
数
量
及
び
価
格

所

在

種

類

実

測

数

量

見

込

価

格

備

考

土

地

円

坪石

立

木

束

立

竹

そ

の

他

計四
、
譲
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
財
産
の
内
訳

一

本
殿
、
拝
殿
、
社
務
所
、
本
堂
、
庫
裡
、
会
堂
そ
の
他
社
寺
に
必
要
な
建
物
又
は
工
作
物
の
敷
地
に
供
す
る
土
地

坪

二

宗
教
上
の
儀
式
又
は
行
事
を
行
う
た
め
必
要
な
土
地

坪

三

参
道
と
し
て
必
要
な
土
地

坪

四

庭
園
と
し
て
必
要
な
土
地

坪

五

神
社
、
寺
院
の
尊
厳
を
保
持
す
る
た
め
必
要
な
土
地

坪

六

神
社
、
寺
院
の
災
害
を
防
止
す
る
た
め
直
接
必
要
な
土
地

坪

七

歴
史
又
は
古
記
等
に
よ
つ
て
、
神
社
、
寺
院
に
特
別
の
由
緒
あ
る
土
地

坪

八

そ
の
神
社
、
寺
院
に
お
い
て
現
に
公
益
事
業
の
た
め
使
用
す
る
土
地

坪

（

）

九

前
各
号
の
土
地
に
お
け
る
立
木
竹
そ
の
他
の
定
著
物

石

束

一
〇

勅
令
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
益
事
業
の
た
め
使
用
す
る
土
地

坪

（

）

一
一

前
項
の
土
地
に
お
け
る
立
木
竹
そ
の
他
の
定
著
物

石

束

右
位
置
図
及
び
実
測
図
並
び
に
そ
の
他
関
係
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す

年

月

日

住
所

申
請
者

何
々
神
社
又
は
寺
院

右
主
管
者

氏

名
㊞

農

林

大

臣

宛

注
意
事
項

一
、
申
請
書
、
位
置
図
、
実
測
図
そ
の
他
関
係
書
類
は
四
通
作
成
し
て
提
出
す
る
こ
と
。

二
、
位
置
図
に
は
保
管
さ
せ
て
い
た
国
有
財
産
と
無
償
で
貸
付
け
て
あ
る
国
有
財
産
と
に
区
分
し
て
譲
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
個
所

の
位
置
関
係
を
明
瞭
に
記
入
す
る
こ
と
。

三
、
実
測
図
に
は
譲
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
区
域
に
つ
い
て
、
保
管
さ
せ
て
い
た
国
有
財
産
及
び
無
償
で
貸
し
付
け
て
あ
る
国
有
財

産
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
第
四
号
欄
の
内
訳
を
し
て
記
入
す
る
こ
と
。

四
、
立
木
の
数
量
及
価
格
は
樹
種
別
の
内
訳
を
備
考
に
附
記
す
る
こ
と
。


